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小
論
は
、
こ
れ
ま
で
に
管
見
に
入
っ
た
八
十
七
通
の
足
利
直
義
裁
許
状
に
つ
い
て
、
以
下
に

述
べ
る
よ
う
な
点
か
ら
再
検
討
を
加
え
、
南
北
朝
動
乱
前
期
の
政
務
の
あ
り
よ
う
の
一
端
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
小
論
の
問
題
関
心
と
課
題
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

 
南
北
朝
動
乱
と
い
う
一
定
の
軍
事
的
緊
張
下
、
京
都
に
拠
点
を
定
め
た
武
家
政
権
一
室
町
幕

府
に
と
っ
て
、
自
ら
の
軍
事
力
の
維
持
・
強
化
は
南
朝
と
の
対
抗
上
か
ら
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ

た
。
そ
の
課
題
は
、
言
い
換
え
れ
ば
幕
府
と
い
う
軍
事
集
団
の
中
核
を
な
す
主
従
制
の
維
持
・

強
化
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
所
領
の
安
堵
や
拡
大
を
求
め
て
去
就
定
ま
ら
ぬ
在
地
武

士
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
適
正
な
恩
賞
を
与
え
、
彼
ら
を
幕
府
方
と
し
て
つ
な
ぎ
と
め

る
か
、
と
い
う
問
題
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
武
士
に
対
す

る
恩
賞
充
行
の
権
限
は
、
幕
府
中
央
に
あ
っ
て
は
尊
氏
の
み
が
掌
握
・
行
使
し
て
い
た
と
理
解

 
 
 
 
 
 
 

さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
当
該
期
の
幕
府
に
は
、
特
に
裁
判
の
審
理
・
執
行
な
ど
の
面
で
武
士
の

み
で
な
く
寺
社
本
所
側
か
ら
も
大
き
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
鎌
倉
末
期
、
鎌
倉

幕
府
の
果
た
す
裁
判
権
を
中
心
と
し
た
側
面
は
地
域
性
を
も
ち
な
が
ら
も
「
公
方
」
と
呼
称
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
室
町
幕
府
も
こ
の
よ
う
な
側
面
を
継
承
し
て
お
り
、
当
時
の
幕
府

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

中
央
に
あ
っ
て
「
新
旧
諸
権
力
の
利
害
調
整
一
裁
定
と
い
う
「
公
方
」
の
主
た
る
機
能
」
は
尊

氏
の
弟
直
義
の
側
が
担
っ
て
い
た
。

 
こ
の
よ
う
に
当
該
期
の
幕
府
中
央
の
政
務
機
構
の
頂
点
に
い
た
の
は
将
軍
尊
氏
と
そ
の
弟
直

ω
げ
巳
〇
三
H
ぐ
く
》
H
≦
○
↓
○

義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
尊
氏
・
直
義
両
者
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
両
者
の
間
の
権

限
の
調
整
・
争
奪
と
い
っ
た
側
面
に
注
目
す
る
よ
り
も
、
尊
氏
-
恩
賞
充
行
、
直
義
一
所
務
沙

汰
の
裁
許
、
と
い
う
よ
う
に
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
権
限
を
行
使
し
て
い
た
側
面
に
大
き
く

注
目
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
尊
氏
が
掌
握
し
て
い
た
と
こ
れ
ま
で
理

解
さ
れ
て
き
た
新
恩
と
し
て
の
恩
賞
充
行
の
権
限
に
つ
い
て
も
、
庭
中
方
を
介
し
て
直
義
に
よ

る
一
定
の
関
与
が
み
ら
れ
、
広
義
の
恩
賞
要
求
に
対
し
て
直
義
の
「
充
行
」
下
文
が
発
給
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

て
い
た
こ
と
な
ど
を
前
稿
で
指
摘
し
た
。

 
し
た
が
っ
て
、
幕
府
中
央
に
あ
っ
て
政
務
の
権
限
を
拡
大
し
て
い
く
直
義
は
、
こ
れ
ま
で
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
裁
判
を
掌
り
、
軍
事
指
揮
権
等
を
行
使
す
る
だ
け
で
な
く
、

将
軍
尊
氏
が
管
掌
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
た
恩
賞
充
行
に
も
一
定
の
関
与
を
行
う
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
動
乱
の
中
で
、
軍
事
的
要
請
と
直
面
し
な
が
ら
直
義
が
裁
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
は
、
動
乱
期
の
軍
事
と
「
政
務
」
の
関
係
を
考
え
て
い
く

上
で
興
味
深
い
問
題
と
い
え
よ
う
。
小
論
が
、
直
義
裁
許
状
に
注
目
す
る
所
以
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
足
利
直
義
裁
許
状
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
佐
藤
進
一
氏
、
羽
下
徳
彦
氏
、
落
着
暁
氏
、
上

 
 
(
9
)
(
1
0
)

島
有
昇
等
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
諸
氏
に
よ
り
こ
れ
ま
で
八
十
二
通
の
直
義
裁
許

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
1
)

状
が
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
私
も
別
事
に
お
い
て
新
た
に
四
通
を
追
加
し
て
(
小
論
で
は
さ
ら

に
一
通
を
追
加
)
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
裁
許
状
の
形
式

や
対
象
地
域
を
確
認
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
よ
う
。
次
に
、
直
義
の
裁
許
に
際
し
て
の
判
決
の

論
理
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
羽
下
氏
の
研
究
が
あ
る
の
で
小
論
で
は
若
干
の
補
足
を
行
う
に
と

ど
め
、
こ
こ
で
は
、
裁
許
状
を
通
し
て
確
認
で
き
る
当
該
期
の
幕
府
機
構
に
つ
い
て
、
右
に
述

べ
た
尊
氏
、
直
義
の
立
場
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
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な
お
、
紙
数
の
関
係
上
小
論
を
一
、
二
に
分
ち
、
管
見
に
及
ん
だ
直
義
裁
許
状
一
覧
を
二
の

最
後
に
掲
示
し
て
い
る
の
で
、
以
下
の
検
討
で
は
こ
の
番
号
で
裁
許
状
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

2

 
足
利
直
義
裁
許
状
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
羽
下
徳
彦
氏
の
研
究
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
は
、
次

の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 
一
裁
許
状
は
す
べ
て
直
義
署
判
の
下
知
状
で
あ
り
、
そ
の
書
止
文
言
は
「
下
知
如
件
」
で
あ

 
く

る
こ
と
。

 
 

 
二
署
判
の
位
置
は
、
原
則
と
し
て
奥
上
(
日
付
次
行
上
部
)
で
あ
る
こ
と
。

 
×

 
三
署
判
は
、
建
武
五
(
＝
二
一
二
八
)
年
か
ら
暦
応
四
(
一
三
四
一
)
年
九
月
ま
で
は
「
重
重

 
く

臣
(
花
押
)
」
と
署
し
、
同
年
十
月
か
ら
は
「
左
兵
衛
督
源
朝
臣
(
花
押
)
」
で
あ
る
こ
と
。

 
 

 
四
暦
応
四
(
一
三
四
一
)
年
十
月
か
ら
は
、
相
論
の
訴
論
両
当
事
者
が
共
に
御
家
人
武
士
な

 
く

る
場
合
は
(
島
上
署
判
で
な
く
)
袖
判
で
あ
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
五
右
の
三
の
方
式
の
変
化
は
、
官
途
記
載
の
方
が
よ
り
権
威
あ
る
方
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

 
＜
 
 
 
 
 
 
 
＜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
方
式
の
採
用
と
共
に
四
の
御
家
人
武
士
に
対
し
て
は
袖
判
(
尊
大
な
や
り
方
で
あ
る
)
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
直
義
の
地
位
の
向
上
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
。

 
 

 
六
事
書
は
、
A
'
'
何
某
申
何
々
事
と
い
う
型
と
B
一
何
某
与
何
某
相
論
何
々
事
と
い
う
型
が

 
く

あ
り
、
前
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
内
容
か
ら
す
る
と
す
べ
て
訴
人
勝
訴
で
あ
る
こ
と
。

 
 

 
七
事
書
の
B
型
は
、
内
容
上
、
和
与
、
論
人
勝
訴
、
一
部
未
断
の
三
つ
の
場
合
が
あ
り
、
裁

 
く

許
状
は
二
通
作
成
さ
れ
、
訴
論
人
双
方
に
交
付
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

 
以
上
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
一
覧
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
一
覧
の
6
が
例
外
で
あ
る
こ
と
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
て
は
す
で
に
羽
下
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
羽
下
氏
は
一
覧
の
5
2
に
つ
い
て
、
四
の
例
外

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
さ
ら
に
7
1
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
形
式
面
で
注
目
し
た
い
の
は
、
羽
下
氏
の
指
摘
一
で
あ
る
。
一
覧
を
み
る
と
、
八
十
七
例
中
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈

3
、
9
、
3
0
、
3
3
、
6
3
、
8
2
、
の
六
例
が
「
下
知
年
歯
」
以
外
の
「
状
如
件
」
と
な
っ
て
い
る

 
 
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
ら
で
あ
る
(
書
止
文
言
)
。
こ
こ
か
ら
、
一
に
は
修
正
が
必
要
と
な
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈

 
と
こ
ろ
で
羽
下
氏
は
、
 
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
書
止
文
言
は
、
執
権
連
署
・
六
波
羅
探
題
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
2
)

鎮
西
探
題
沓
直
の
何
れ
も
、
 
「
依
［
鎌
倉
殿
］
仰
下
知
二
巴
」
で
あ
っ
て
」
と
指
摘
さ
れ
た
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
)

瀬
野
精
一
郎
下
編
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
 
下
』
を
通
覧
す
る
と
、
六
波
羅
裁
許
状
の
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
4
V

止
文
言
は
「
下
知
如
件
」
と
「
状
如
件
」
の
二
つ
の
型
か
ら
な
り
、
五
味
文
彦
氏
の
指
摘
の
よ

う
に
「
仰
」
の
文
言
の
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
こ
で
も
羽
下
氏
の
指
摘
に
は
一
部
修
正
が
必

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
羽
下
氏
は
六
に
お
い
て
事
書
に
二
つ
の
型
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
事
書
に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

一
覧
2
9
、
8
2
の
よ
う
な
例
外
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う
。

 
こ
こ
で
は
、
足
利
直
義
裁
許
状
の
形
式
上
の
特
徴
と
し
て
、
書
止
文
言
が
、
鎌
倉
幕
府
下
の

六
波
羅
裁
許
状
と
同
じ
で
あ
っ
た
点
に
注
目
し
た
。
た
だ
、
こ
の
点
の
み
に
注
目
す
る
と
、
裁

許
に
際
し
て
の
直
義
の
立
場
は
、
鎌
倉
時
代
の
六
波
羅
探
題
の
立
場
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
右
の
側
面
に
注
目
す
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
る
。
す
で
に
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
京
都
六
波
羅
の
地
に
設
置
さ
れ
た
機
関
で

あ
る
六
波
羅
探
題
は
、
裁
判
機
関
と
し
て
確
定
判
決
権
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
未
熟

 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
機
関
の
長
官
が
六
波
羅
探
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
直
義

は
、
す
で
に
一
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
仰
」
の
文
言
の
な
い
広
義
の
恩
賞
「
充
行
」
下
文
を
将

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
6
)

軍
尊
氏
と
同
様
に
発
給
し
て
お
り
、
当
時
、
「
(
両
)
将
軍
」
と
も
記
さ
れ
る
立
場
に
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
六
波
羅
探
題
と
同
一
に
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
「
仰
」
の
文
言
の
な
い
裁
許
下
知
状
を
発
給
し
た

直
義
の
立
場
を
考
え
る
と
、
確
か
に
彼
の
管
轄
機
関
引
付
方
を
支
え
た
奉
行
年
層
の
六
波
羅
探

題
と
の
系
譜
関
係
な
ど
六
波
羅
探
題
と
の
関
係
に
は
十
分
注
意
が
必
要
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
将

軍
に
準
ず
る
位
置
に
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

 
で
は
次
に
、
直
義
裁
許
状
の
対
象
地
域
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
史
料
残
存
に
関
わ
る
問
題
は

残
る
が
、
そ
れ
で
も
お
お
ま
か
な
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
皇
運
の
6
2

を
除
く
八
十
六
通
で
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
8
2
は
、
係
争
地
が
左
に
述
べ
る
三
地
域
の

う
ち
の
二
地
域
に
ま
た
が
る
の
で
、
実
例
は
八
十
七
例
と
な
る
。

 
こ
こ
で
は
、
地
域
を
大
き
く
九
州
、
西
国
(
九
州
と
東
国
を
除
く
)
、
東
国
(
遠
江
、
信
濃
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
7
)

能
登
、
越
中
以
東
)
の
三
地
域
に
区
分
し
て
み
た
。
一
覧
を
み
る
と
、
九
州
は
1
5
、
1
9
、
3
5
の

三
例
、
東
国
は
3
0
、
3
7
、
4
0
、
5
2
、
5
5
、
5
8
、
6
0
、
8
2
(
西
国
と
重
複
)
、
・
8
4
の
九
例
、
西
国

は
残
り
の
七
十
五
例
で
あ
る
。
九
州
が
大
変
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
東
国
の
内
容
を
み
る
と
、

3
0
、
5
5
、
5
8
、
6
0
は
す
べ
て
遠
江
国
に
あ
っ
た
東
寺
領
荘
園
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
四

例
中
5
5
、
5
8
、
6
0
は
同
一
の
係
争
地
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
4
0
、
5
2
、
8
4
は
越
後
国
奥
山
庄

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
越
後
の
事
例
を
除
く
と
、
鎌
倉
以
東
は
3
7
の
常
陸
の
事
例
の
み
で
あ

る
。
史
料
残
存
上
の
問
題
は
残
る
が
、
そ
れ
で
も
西
国
の
比
重
の
大
き
さ
が
わ
か
る
(
八
十
七

例
中
七
十
五
例
で
約
八
十
六
％
)
。
こ
こ
で
、
鎌
倉
時
代
の
六
波
羅
探
題
の
管
轄
地
域
が
、
少

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
)

な
く
と
も
鎮
西
探
題
設
置
後
に
は
こ
の
西
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
直
義
裁
許
状
は
九
州
、
東
国
を
も
対
象
と
し
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
裁
許
に
際

し
て
の
直
義
の
立
場
を
単
純
に
六
波
羅
探
題
の
継
承
者
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
成
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立
期
室
町
幕
府
の
裁
許
が
、
西
国
を
そ
の
主
要
な
対
象
地
域
と
し
た
こ
と
は
、

格
を
考
え
て
い
く
上
で
や
は
り
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

3

室
町
幕
府
の
性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
9
)

 
こ
こ
で
は
、
一
覧
の
4
、
1
1
、
1
6
、
2
2
、
3
8
、
6
9
に
み
え
る
「
闘
所
」
へ
の
対
応
を
通
し
て

当
該
期
室
町
幕
府
の
政
務
機
構
の
一
端
を
み
て
お
こ
う
。

 
右
の
事
例
に
つ
い
て
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
直
義
裁
許
状
に
み
え
る
「
闘
所
」

と
は
、
幕
府
・
守
護
に
よ
っ
て
寺
院
へ
の
寄
進
(
2
2
)
、
武
士
へ
の
預
置
(
3
8
)
、
充
行
(
4
、

6
9
)
、
兵
根
料
所
化
(
1
6
)
、
あ
る
い
は
寺
院
へ
の
料
所
化
(
1
1
)
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
問
題

が
生
じ
た
た
め
裁
許
下
知
状
が
発
給
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
、
現
存
の
直
義
裁
許
状
に
よ
る
と
、
幕
府
に
よ
り
闘
所
と
さ
れ
、
右
の
よ
う
な

処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
段
階
(
い
わ
ば
幕
府
が
宮
所
を
保
有
し
て
い
る
状
態
)
の
闘
所
に
関

す
る
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。

 
そ
こ
で
、
一
覧
の
4
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
播
磨
国
巨
富
庄
北
方
地
頭
職
を
め
ぐ
る
訴

人
成
田
基
員
と
論
人
赤
松
円
心
の
問
の
相
論
で
あ
る
。
訴
人
成
田
基
員
は
、
播
磨
守
護
赤
松
円

心
に
よ
っ
て
右
の
活
魚
を
闘
所
と
さ
れ
、
大
内
八
郎
入
道
に
充
行
わ
れ
た
こ
と
を
不
服
と
し
て

幕
府
へ
訴
え
引
付
方
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
許
状
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
訴
人
成
田

基
員
の
訴
え
は
、
引
付
方
に
提
訴
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。

 
訴
人
成
田
基
員
の
主
張
は
、
4
に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
播
磨
国
須
富
庄
北
方
地
頭
職

は
、
曾
祖
父
信
員
よ
り
四
代
相
承
し
て
お
り
、
代
々
の
安
堵
下
文
を
相
続
し
、
父
行
員
の
正
中

二
(
＝
二
二
五
)
年
十
二
月
六
日
の
譲
状
に
つ
い
て
嘉
暦
三
(
＝
二
二
八
)
年
八
月
十
日
鎌
倉

幕
府
の
外
題
安
堵
を
う
け
て
い
る
。
元
弘
の
動
乱
時
も
改
動
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
基
員
の

軍
忠
に
よ
っ
て
本
領
武
蔵
国
成
田
郷
内
の
閾
所
等
を
建
武
三
(
＝
二
三
六
)
年
「
預
賜
」
わ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
円
心
は
、
基
員
が
「
当
国
」
 
(
播
磨
)
に
居
住
し
な
い
と
称
し
て
右
の
所
造
を

閾
所
と
し
て
充
行
っ
た
の
は
謂
れ
な
し
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
え
を
う
け
た
幕
府

は
、
暦
応
元
(
一
三
三
八
)
年
七
月
十
八
日
、
同
年
八
月
二
十
四
日
の
両
度
、
円
心
に
対
し
て

濫
妨
を
停
止
し
基
員
に
沙
汰
し
付
け
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
円
心
は
八
月
二
十
五
日
、
基
員
の

地
頭
代
官
、
地
下
の
輩
が
凶
徒
に
同
心
し
、
合
戦
に
及
ぶ
の
で
、
閾
所
と
し
て
(
右
の
所
職
を

幕
府
へ
)
注
進
し
た
、
と
の
請
文
を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
幕
府
引
付
方
は
、
 
「
闘
所
次
第
」
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
可
力
)

奉
行
康
治
部
兵
衛
大
夫
宗
栄
に
尋
ね
て
い
る
が
、
宗
栄
は
、
 
「
円
心
注
申
腱
鞘
、
所
充
行
軍
勢

等
之
由
被
仰
下
詑
、
但
彼
注
進
不
及
委
細
」
と
答
え
た
と
い
う
。
円
心
の
画
料
を
う
け
て
幕
府

の
命
令
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
以
上
の
経
過
よ
り
、
守
護
赤
松
円
心
は
闘
所
の
件
を
幕
府
へ
注
進
し
て
い
る
が
、
幕
府
引
付

方
が
「
闘
所
次
第
」
を
尋
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
閾
所
の
注
進
、
充
行
等
は
本
来
引
付
方
の
管

轄
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
の
管
轄
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
引
付
方
が
直
義
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
当
時
の
状
況
を
も
ふ

ま
え
る
と
、
尊
氏
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
確
認
し
よ
う
。

 
こ
こ
で
、
閾
所
を
恩
賞
と
し
て
求
め
た
訴
人
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
を
み
て
お
こ
う
。
史
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
)

は
、
貞
和
四
(
一
三
四
八
)
年
四
月
日
付
吉
川
皇
朝
庭
中
申
状
で
あ
る
。
こ
の
史
料
等
を
検
討

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
1
)

さ
れ
た
山
家
浩
樹
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
経
朝
の
要
求
に
対
し
て
幕
府
は
、
軍
忠

の
程
度
を
審
査
し
て
恩
賞
の
有
無
や
そ
の
規
模
を
決
定
し
、
所
二
方
に
お
い
て
実
際
に
所
領
を

特
定
し
て
そ
の
調
査
を
行
っ
た
と
い
う
。
所
付
方
と
は
、
恩
賞
方
の
一
部
局
と
み
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
閾
所
を
求
め
た
恩
賞
要
求
は
、
少
な
く
と
も
恩
賞
方
で
扱
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
笠
松
宏
至
氏
は
、
延
文
五
(
一
三
六
〇
)
年
の
史
料
に
よ
り
つ
つ
「
当
時
、
闘

所
地
に
関
す
る
訴
訟
は
恩
賞
方
の
管
轄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
、
 
「
閾
所
地
の
認
定
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
2
)

中
央
の
幕
府
機
関
(
恩
賞
方
)
」
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
治
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
3
)

兵
衛
大
夫
に
つ
い
て
は
例
え
ば
暦
応
三
(
一
三
四
〇
)
年
卯
月
日
付
申
状
の
事
例
も
参
考
に
な

る
。
こ
れ
は
、
高
義
胤
が
、
勲
功
賞
の
替
を
幕
府
へ
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
申
状
に
よ
る
と
、

義
胤
の
拝
領
し
た
所
職
の
本
心
緒
が
子
細
を
幕
府
へ
申
し
た
た
め
、
義
胤
は
「
可
預
替
御
計
之

旨
」
の
「
御
吹
挙
」
を
得
て
、
治
部
兵
衛
大
夫
を
奉
行
と
し
て
幕
府
へ
子
細
を
申
し
入
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
申
状
で
は
「
被
立
御
使
於
治
部
兵
衛
大
夫
、
急
速
預
主
御
首
」
ら
ん
こ
と
を

求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
主
席
の
提
訴
先
が
不
明
だ
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
4
)

い
る
よ
う
に
恩
賞
の
替
の
沙
汰
も
恩
賞
方
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
申
状
で
は
、
治
部
兵
衛
大
夫
を

奉
行
と
し
て
替
の
恩
賞
を
拝
領
し
た
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
恩
賞
方
と
関

わ
り
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

 
で
は
、
一
覧
の
4
で
検
討
し
た
守
護
円
心
の
注
進
先
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
お

こ
う
。
こ
こ
で
は
、
豊
後
国
井
田
郷
地
頭
職
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す
る
。

 
暦
応
元
(
一
三
三
八
)
年
十
二
月
二
十
七
日
付
で
執
事
高
師
直
は
、
大
友
昌
泰
に
対
し
て
右

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
5
)

の
官
職
を
島
津
年
鑑
に
沙
汰
し
付
け
る
よ
う
に
命
じ
た
。
実
は
、
右
の
所
管
を
道
鑑
に
預
け
置

い
て
い
た
の
に
、
戸
次
盛
時
が
、
一
色
道
猷
の
「
回
状
」
が
あ
る
と
主
張
し
て
押
領
昼
席
に
及

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
6
)

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
暦
応
二
(
＝
壬
二
九
)
年
五
月
四
日
付
大
友
氏
泰
請
文
に

よ
る
と
、
戸
次
賭
事
代
官
は
こ
の
命
令
を
「
不
叙
用
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
幕

府
中
央
内
で
の
対
応
を
示
す
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

宇部工業高等専門学校研究報告 第40号 平成6年3月



14両岸
山
石

 
(
2
7
)
安
富
民
部
大
夫
状

 
国
豊
後
国
井
田
郷
地
頭
職
事
、
一
色
入
道
被
宛
行
軍
勢
否
、
彼
注
進
状
可
写
物
、
恐
々
謹

 
 
言
、

 
 
時
暦
応
三
年
十
二
月
五
日
 
 
 
 
貞
副

 
 
 
 
治
部
兵
衛
太
夫
入
道
殿

 
(
2
8
)
治
部
兵
衛
太
夫
入
道
状

 
圖
豊
後
国
井
田
郷
地
頭
職
事
、
不
見
一
色
少
輔
太
郎
入
道
々
猷
配
分
状
候
、
戸
次
豊
前
太
郎

 
 
頼
時
者
、
佐
伯
仁
平
家
職
井
日
向
国
伊
東
藤
内
左
衛
門
尉
跡
地
頭
職
被
預
候
者
也
、
被
載

 
 
彼
配
分
状
候
畢
、
恐
々
謹
言
、

 
 
時
暦
応
四
年
卯
月
廿
二
日
 
 
 
 
宗
栄
在
判

 
 
 
 
安
富
民
部
太
夫
殿
御
返
事

 
史
料
国
は
、
安
富
民
部
大
夫
貞
副
か
ら
治
部
兵
衛
大
夫
入
道
宗
栄
に
充
て
た
書
状
で
、
右
の

所
職
を
一
色
道
猷
が
軍
勢
に
充
行
っ
た
か
否
か
、
彼
の
「
注
進
状
」
を
「
写
し
預
か
る
べ
し
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
戸
次
側
の
主
張
を
う
け
て
、
幕
府
内
で
そ
の
真
偽
を
確
認
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
圖
は
、
国
に
対
す
る
返
事
で
、
右
の
所
職
は
一
色
道
猷
の
「
配

分
状
」
に
み
え
な
い
こ
と
、
戸
次
頼
時
は
佐
伯
庄
領
家
職
と
日
向
国
伊
東
藤
内
左
衛
門
浄
財
地

頭
職
を
預
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
「
彼
配
分
状
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
戸
次

頼
時
へ
の
道
猷
の
「
預
状
」
に
は
豊
後
国
井
田
郷
地
頭
職
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
か
ら
、
一
色
道
猷
は
、
預
置
に
際
し
て
配
分
状
を
作
成
し
幕
府
中
央
へ
注
進
し
て
い
た

こ
と
、
そ
の
よ
う
な
注
進
状
(
配
分
状
)
の
管
理
は
奉
行
入
治
甚
兵
衛
大
夫
入
道
宗
栄
の
関
与

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
、
守
護
を
管
轄
し
た
の
は
侍
所
で
あ
り
、

一
般
に
守
護
の
注
進
状
は
侍
所
に
送
達
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
麺
の
で
・
こ
の
場
A
。
の
注
進

状
も
守
護
の
事
例
に
準
じ
て
侍
所
へ
充
て
ら
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

 
右
の
問
題
は
、
宗
栄
の
返
事
に
よ
っ
て
戸
次
側
の
主
張
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
の
で
、
幕
府
は
再
び
暦
応
四
(
一
三
四
一
)
年
閏
四
月
二
日
付
で
安
富
民
部
大
夫
を
奉
行
と

し
て
島
津
道
話
に
右
の
所
職
を
沙
汰
し
付
け
る
よ
う
に
命
じ
た
執
事
高
師
直
の
「
御
施
行
」
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
0
)

大
友
影
野
に
対
し
て
発
し
た
。
こ
の
文
書
中
に
は
、
 
「
一
色
少
輔
太
郎
入
道
二
毛
恩
賞
支
配
状

の
如
く
ん
ば
」
と
あ
る
か
ら
、
先
の
道
猷
の
配
分
状
(
注
進
状
)
は
、
鎮
西
で
の
合
戦
恩
賞
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
預
け
置
き
行
為
は
、
充
行
(
永
代
給
付
)

と
異
な
犠
蒔
的
に
管
理
を
委
ね
る
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
隠
蟹
れ
て
い
麺
が
・
右

に
述
べ
た
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
広
義
の
恩
賞
に
含
ま
れ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
な

ら
ば
、
そ
こ
で
作
成
・
注
進
さ
れ
た
配
分
状
は
広
義
の
恩
賞
関
係
の
史
料
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
、
戸
次
頼
時
へ
預
け
置
か
れ
た
所
職
に
日
向
国
伊
東
藤
内
左
衛
門
門
跡
地
頭
職

と
み
え
る
よ
う
に
、
闘
所
地
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
以
上
、
注
進
状
は
先
学
の
指
摘
の
如
く
一
般
に
侍
所
を
充
所
と
し
た
が
、
注
進
状
に
は
広
義

の
恩
賞
(
預
置
)
関
係
の
も
の
が
あ
り
、
預
置
の
対
象
地
に
は
閾
所
地
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。

 
右
の
事
例
で
は
、
幕
府
中
央
の
行
っ
た
島
津
道
鑑
へ
の
預
置
と
九
州
を
管
轄
し
た
鎮
西
管
領

一
色
型
崩
に
よ
る
戸
次
頼
時
へ
の
預
置
と
が
対
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
頼
時
に
預
け
置
か
れ
た

所
領
は
彼
の
主
張
と
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
道
導
へ
の
預
置
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
場
合
の
治
部
兵
衛
大
夫
の
立
場
を
考
え
て
み
よ
う
。
右
に
述
べ
た
注
進
状
と
侍

所
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
る
と
、
彼
が
侍
所
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
、
侍
所
で
の
注
進
状
の
直
接
の
受
理
(
侍
所
奉
行
人
と
し
て
の
も
の
)
で
あ
っ

た
の
か
、
侍
所
を
介
し
て
の
い
わ
ば
間
接
的
な
受
理
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
注
進
状
が
恩

賞
配
分
状
(
異
所
地
を
預
け
置
き
対
象
地
と
す
る
場
合
を
含
む
)
と
も
記
さ
れ
て
い
た
点
に
注

意
が
必
要
で
あ
る
。
閾
所
地
の
認
定
は
、
幕
府
中
央
に
あ
っ
て
は
恩
賞
方
の
管
轄
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
注
進
状
は
恩
賞
方
と
の
関
連
が
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

侍
所
の
沙
汰
が
、
所
務
相
論
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
引
付
(
内
談
)
方
で
審
理
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
2
V

判
定
に
及
ん
だ
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
侍
所
へ
の
注
進
を
経

て
、
そ
の
内
容
(
例
え
ば
闘
所
地
に
関
す
る
場
合
)
に
よ
っ
て
は
恩
賞
方
へ
伝
達
さ
れ
る
場
合

が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
と
思
う
。
こ
こ
か
ら
、
宗
栄
は
、
侍
所
か
ら
の
恩
賞

方
へ
の
注
進
状
の
伝
達
を
う
け
て
、
注
進
状
を
保
持
し
て
い
た
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
た
だ
、

決
定
的
な
史
料
は
管
見
に
入
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
右
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、

宗
栄
が
尊
氏
管
轄
機
関
に
あ
っ
て
活
動
し
、
泣
所
注
進
状
を
保
持
し
う
る
位
置
に
い
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

 
本
章
の
最
後
に
、
闘
所
に
対
す
る
幕
府
の
立
法
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
ま

ず
、
一
覧
の
1
6
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
紀
伊
国
旦
来
庄
を
め
ぐ
る
訴
人
側
雑
酒
と
論
人
小
俣

覚
助
.
 
小
俣
幸
一
丸
代
覚
西
の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
経
過
に
つ
い
て
述
べ
て

お
こ
う
。
訴
人
側
は
、
論
人
の
濫
妨
を
訴
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
論
人
覚
助
は
、
兵
根
料
所

と
し
て
拝
領
し
た
由
の
「
支
状
」
を
進
め
他
界
し
た
。
そ
の
後
、
覚
助
跡
と
号
し
て
小
俣
幸
一

丸
代
冠
着
が
「
状
」
を
提
出
し
た
。
彼
の
反
論
に
よ
る
と
、
当
庄
は
山
東
次
郎
入
道
跡
と
し
て

預
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
訴
論
人
両
方
が
召
喚
さ
れ
、
引
付
に
お
い
て
尋
問
が
あ
っ

た
が
、
覚
西
は
「
山
東
次
郎
入
道
、
本
所
よ
り
之
を
預
か
り
知
行
の
後
、
御
敵
と
為
る
の
間
、

闘
所
の
条
、
異
儀
無
し
」
と
主
張
し
た
と
い
う
。
一
方
、
訴
人
側
は
、
知
行
の
由
緒
を
宣
旨
、

関
東
御
教
書
、
編
旨
、
院
宣
に
よ
っ
て
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
当
庄
が
本
所
領
で
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あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
論
人
側
も
異
論
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
縦
い
、
一
旦
の
預
人
、
罪

科
有
り
と
錐
も
、
本
所
領
を
収
公
せ
ら
れ
難
き
欺
」
と
の
判
断
を
示
し
て
訴
人
側
の
勝
訴
と
し

た
。
ま
た
、
論
人
側
の
替
地
に
つ
い
て
は
、
豊
根
料
所
の
上
、
覚
助
跡
と
申
し
な
が
ら
譲
状
を

提
出
し
て
い
な
い
の
で
と
り
あ
げ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

 
こ
の
相
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
本
所
領
で
あ
れ
ば
、
そ
の
預
人
が
敵
方
と
な
っ
て
も
収
公

し
な
い
と
い
う
幕
府
の
判
断
を
確
認
で
き
る
点
で
あ
る
。
羽
下
氏
は
、
こ
の
点
な
ど
に
注
目
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
3
)

て
、
直
義
裁
許
状
に
み
ら
れ
る
「
本
所
権
益
擁
護
の
姿
勢
」
等
を
指
摘
さ
れ
た
。
基
本
的
に
首

肯
す
べ
き
見
解
だ
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
史
料
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

 
(
3
4
)

 
團
 
 
 
(
前
略
)
○
前
欠

 
 
 
 
 
 
①
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

 
 
 
同
状
云
、
思
懸
庄
園
、
去
年
十
二
月
廿
五
日
被
成
御
礼
書
、
被
遵
行
始
、
本
所
恩
補

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貞
和
三
年
十
二

 
 
月
以
二
階
堂
参
河
入
道
々
謹
聖
経
 
奏
聞
畢
、
勅
答
無
子
細
之
間
、
在
々
所
々
所
被
付
給

 
 
人
也
、
縦
錐
為
本
所
領
品
定
法
之
上
者
、
不
及
子
細
、
 
(
中
略
)
所
務
者
錐
可
聴
先
例
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤

 
 
応
奉
書
於
領
家
職
者
先
去
退
畢
、
被
疑
所
務
之
先
例
可
被
返
付
哉
、
且
鳥
寄
合
方
御
宝

 
 
書
楚
忽
之
間
、
依
歎
申
、
所
記
有
其
謂
、
於
引
付
可
有
沙
汰
青
男
被
亡
羊
畢
、
就
之
於
御

 
 
 
 
 
 
 
 
⑥

 
 
引
付
有
御
沙
汰
、
被
成
直
奉
書
昏
昏
、
守
護
代
糺
明
志
津
田
入
道
跡
公
文
職
以
下
名
々

 
 
 
⑦

 
 
打
渡
寂
意
代
令
注
進
子
細
畢
、
 
(
中
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧
 
 
 
 
-
1
1
1
⑨

 
 
以
前
条
々
、
且
被
究
御
沙
汰
渕
底
、
且
為
被
奔
掲
雑
掌
粁
訴
、
披
陳
言
上
如
件
、
 
(
後

 
 
略
)

 
團
は
、
前
欠
の
観
応
元
(
＝
二
五
〇
)
年
六
月
日
付
陳
状
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
す
る
前
に
、
簡
単
に
補
足
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
傍
線
⑨
か
ら
、
囹
は
訴
状
に
対
し
て

出
さ
れ
た
陳
状
と
考
え
ら
れ
る
。
訴
人
は
、
傍
線
⑧
か
ら
雑
掌
と
わ
か
る
が
、
雑
掌
側
の
主
張

の
一
部
、
つ
ま
り
「
同
状
云
」
の
部
分
に
み
え
る
傍
線
①
の
貞
和
五
(
一
三
四
九
)
年
十
二
月

 
 
 
 
 
 
(
3
5
)

二
十
五
日
付
奉
書
は
現
存
す
る
。
こ
の
奉
書
は
、
坊
門
草
名
雄
図
が
、
奉
行
人
門
真
寂
意
の
領

家
職
一
円
押
領
を
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
出
さ
れ
た
執
事
高
師
直
奉
書
で
あ
り
、
内
容
か
ら
み

て
傍
線
⑤
の
寄
合
方
奉
書
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
。
傍
線
⑥
は
、
観
応
元
(
一
三
五
〇
)
年
三
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
6
)

二
十
八
日
付
引
付
方
奉
書
(
現
存
)
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
門
真
害
意
の
訴
え
を
う
け
て

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
圖
の
内
容
と
符
合
す
る
(
例
え
ば
傍
線
⑦
参
照
)
。
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
家
浩
樹
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
以
上
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
團
は
、

坊
門
側
と
門
真
側
の
相
論
の
中
で
門
真
側
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
②
と
③
、
④
で
あ
る
。
訴
人
側
は
、
本
所
恩
補
の
職
人
跡
は
、
 
(
敵

 
職
人
跡
錐
野
相
所
顎
付
本
所
者
御
沙
汰
法
也
云
々
、

 
 
 
 
 
 
 
 
③
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④

此
条
、
無
謂
申
状
也
、
錐
本
所
領
職
人
為
御
敵
多
可
収
去
其
筋
之
由
、

方
と
な
っ
て
)
田
所
と
な
っ
て
も
本
所
領
に
付
け
ら
れ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
論
人
側

は
、
本
所
領
の
職
人
で
あ
っ
て
も
敵
方
と
な
れ
ば
そ
の
跡
を
磁
瓶
さ
れ
る
と
反
論
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
④
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
北
朝
の
勅
許
を
得
た
上

で
の
立
法
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
み
え
る
訴
人
側
の
主
張
は
、
す
で
に
一
覧
の
1
6
で
確
認
し
た
よ

う
に
幕
府
の
示
し
て
い
た
判
断
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
門
真
側
の
主
張
し
て
い
る
内
容

は
、
こ
れ
と
正
反
対
の
主
張
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
大
変
具
体
的
に
成
立
の
背
景
を
述

べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
門
真
側
の
主
張
は
、
 
『
園
星
暦
』
貞
和
三
(
一
三
四
七
)
年
十
二

月
二
十
二
日
条
(
『
中
世
法
制
史
料
集
材
二
巻
』
参
考
資
料
三
四
条
)
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
対
応
と
政
務
の
中
心
に
い
た
直
義
と
の
関

わ
り
が
こ
の
記
述
等
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
に
は
当
該
期
の
幕
府
の
性
格
、
さ
ら
に
い

え
ば
政
務
の
中
心
に
い
た
直
義
の
姿
勢
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
が
相
論
の
論
点
の
一
つ
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
團
に
み
え
る
「
寄
合
方
」
に
つ
い
て
は
山
家
氏
が
「
引
付
方
に
存
在
す
る
特
別
訴
訟

手
続
を
強
化
し
た
機
関
」
と
さ
れ
、
義
詮
の
御
前
沙
汰
は
こ
の
寄
合
方
の
機
能
を
継
承
し
た
場

 
 
 
 
 
 
(
3
7
)

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
櫛
田
金
運
氏
は
久
遠
電
量
院
の
問
題
を
論
じ
ら
れ
た
中
で
、

 
 
 
 
 
 
(
3
8
V

「
政
所
の
寄
合
方
」
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
幕
府
政
所
の
あ
り
よ
う
に
も
注
目

し
て
幕
府
機
関
の
総
体
的
な
把
握
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
二
に
続
く
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

(
注
)

(
1
)
、
佐
藤
進
一
氏
「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」
 
(
『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書

 
店
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
六
〇
年
)
二
〇
三
頁
以
下
。

(
2
)
、
古
澤
直
人
氏
「
「
公
方
」
の
成
立
に
関
す
る
研
究
」
 
(
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』
校

倉
書
房
、
一
九
九
一
年
)
。

(
3
V
、
古
澤
氏
注
(
2
)
著
書
四
〇
四
頁
。

(
4
)
、
拙
稿
「
初
期
室
町
幕
府
に
お
け
る
庭
中
と
恩
賞
充
行
に
つ
い
て
」
 
(
『
日
本
歴
史
』
掲

載
予
定
)
。

(
5
)
、
例
え
ば
、
羽
下
徳
彦
氏
「
足
利
直
義
の
立
場
1
そ
の
一
 
軍
勢
催
促
状
と
感
状
を
通
じ

 
て
一
」
 
(
『
古
文
書
研
究
』
六
、
一
九
七
三
年
)
、
森
翌
暁
氏
「
室
町
幕
府
成
立
期
に
お
け

 
る
将
軍
権
力
の
推
移
」
 
(
『
日
本
古
文
書
学
論
集
7
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
初
出

 
は
一
九
七
五
年
)
参
照
。

(
6
)
、
佐
藤
氏
注
(
1
)
論
文
。
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山
石

(
7
)
、
羽
下
徳
彦
氏
「
足
利
直
義
の
立
場
1
そ
の
二
 
裁
許
状
を
通
じ
て
一
」
 
(
『
史
論
』
二

 
六
・
七
、
一
九
七
三
年
)
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
羽
下
氏
の
説
は
こ
れ
に
よ
る
。

(
8
)
、
森
氏
注
(
5
)
論
文
。

(
9
)
、
上
島
氏
「
室
町
幕
府
文
書
」
 
(
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
4
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八

○
年
)
。

             

辺iり珍しS年
 、     、     、     、   )
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こ
こ
で
は
、
佐
藤
進
一
氏
の
研
究
以
降
の
主
要
な
も
の
に
限
定
し
た
。

拙
稿
「
初
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
」
 
(
『
古
代
中
世
史
論
集
』
吉
川
弘
文

一
九
九
〇
年
)
四
五
四
頁
注
(
2
1
)
参
照
。

羽
下
氏
注
(
7
)
論
文
一
二
頁
注
(
3
)
。

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

五
昧
氏
「
執
事
・
執
権
・
得
宗
-
安
堵
と
理
非
1
」
 
(
『
吾
妻
鏡
の
方
法
』
吉
川
弘
文

一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
)
二
〇
五
頁
。

例
え
ば
、
高
橋
慎
一
朗
氏
「
六
波
羅
探
題
被
官
と
北
条
氏
の
西
国
支
配
」
 
(
『
史
学
雑

九
八
-
三
、
一
九
八
九
年
)
八
○
頁
、
等
。

さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
注
(
4
)
論
文
参
照
。

小
山
靖
憲
氏
「
古
代
末
期
の
東
国
と
西
国
」
 
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
4
』
一
九
七
八

O

 
 
 
鎌
倉
時
代
の
幕
府
裁
許
状
に
つ
い
て
は
、
古
澤
氏
注
(
2
)
著
書
参
照
。

 
 
 
こ
こ
で
は
、
史
料
表
現
と
し
て
の
「
闘
所
」
文
言
の
あ
る
も
の
に
注
目
し
て
い
る
。

 
 
 
吉
川
家
文
書
(
松
岡
久
人
氏
編
『
南
北
朝
遺
文
中
国
四
国
編
』
二
、
一
六
三
六
号
)
。

 
 
 
山
家
氏
「
室
町
幕
府
訴
訟
機
関
の
将
軍
親
裁
化
」
 
(
『
史
学
雑
誌
』
九
四
-
一
二
、
一

 
九
八
五
年
)
＝
ニ
ー
四
頁
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
山
家
氏
の
研
究
は
こ
れ
に
よ
る
。

(
2
2
)
、
笠
松
氏
『
日
本
中
世
法
史
論
』
 
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
)
第
六
章
、
二
三

 
五
頁
注
(
8
9
)
、
二
二
三
頁
。
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祇
園
執
行
日
記
裏
文
書
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
六
、
三
二
七
頁
)
。

例
え
ば
、
羽
下
氏
注
(
7
)
論
文
七
頁
以
下
。

(
2
6
)
、
薩
藩
旧
記
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
五
、
二
〇
八
-
九
頁
)
。

(
2
8
)
、
同
右
(
『
同
右
』
第
六
編
六
、
七
六
八
一
七
七
〇
頁
)
。

羽
下
徳
彦
氏
「
室
町
幕
府
初
期
検
断
小
考
」
 
(
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
(
中
世

』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
)
一
〇
〇
頁
注
(
2
9
)
、
九
〇
頁
以
下
。

薩
藩
旧
記
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
六
、
七
六
九
i
七
七
〇
頁
)
。

「
預
状
」
 
(
『
国
史
大
辞
典
1
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
、
羽
下
徳
彦
氏
執
筆
)
。

(
3
2
)
、
羽
下
氏
注
(
2
9
)
論
文
八
七
頁
以
下
。

(
3
3
)
、
羽
下
氏
注
(
7
)
論
文
一
〇
頁
。

(
3
4
)
、
(
3
5
)
、
(
3
6
)
、
但
馬
国
雀
岐
庄
具
書
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
真
版
)
。
閲
覧
に

 
際
し
て
お
世
話
い
た
だ
い
た
同
所
、
お
よ
び
同
所
山
口
隼
正
、
小
宮
木
代
良
両
氏
に
お
礼
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
東
洋
文
庫
蔵
原
本
の
写
真
版
の

 
コ
ピ
ー
を
森
茂
平
氏
よ
り
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

 
 
な
お
、
こ
の
相
論
に
つ
い
て
は
例
え
ば
『
日
高
町
史
史
料
編
』
 
二
九
八
○
年
)
の
「
概

説
」
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

(
3
7
)
、
山
家
氏
注
(
2
1
)
論
文
九
頁
。

(
3
8
)
、
櫛
田
氏
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
 
(
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
四
年
目
六
七
五

 
頁
。
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